
仕 様 書 

１ 業務名 

   「 ク リ スタ ル国スポ岐阜２ ０ ２ ７ 」 Ｐ Ｒ 用懸垂幕及び横断幕の製作業務 

 

２ 業務期間 

   契約締結の日から 令和８ 年８ 月２ １ 日（ 金）  

 

３ 製作業務 

 （ １ ） 材質 

  ・ 幕の材質は、 メ ッ シュ タ ーポリ ン（ 0. 39mm厚）  

  ・ ロープは、 ク レモナロープ（ φ６ ㎜） と し 、 別途指定する長さ を確保するも の 

 （ ２ ） 規格、 納品先等  

   ①懸垂幕 

    数 量： １ 枚 

    規 格： Ｈ ５ ． ８ ｍ×Ｗ０ ． ９ ｍ（ 別添参考写真のと おり ）  

    加 工： ・ 周囲折り 返し 補強テープ縫込みミ シン縫製 

・ ハト メ （ ♯28） は、 約１ . 45ｍ間隔で左右に設けるこ と  

         左右５ カ 所 計 10 個 

    付属品： ク レモナロープ（ 約φ6 ㎜）  長さ １ ｍ×10 本 

    納品先： ク リ スタ ルパーク 恵那スケート 場 

   ②横断幕 

    数 量： １ 枚 

  規 格： Ｈ １ ． ０ ｍ×Ｗ１ ０ ． ０ ｍ 

 加 工： ・ 周囲折り 返し 補強テープ縫込みミ シン縫製 

 ・ ロープ通し 縫製左右ロープ 2. 5ｍ出し （ 上下）  

 ・ ハト メ （ ♯28） は、 約 1. 43ｍ間隔で上下に設けるこ と  

          上下 8 カ 所  計 16 個 

    付属品： ク レモナロープ（ 約φ6 ㎜）  長さ １ ｍ×16 本   

納品先： 恵那総合庁舎 

   ③横断幕 

    数 量： １ 枚 

    規 格： Ｈ ０ ． ９ ｍ×Ｗ６ ． ０ ｍ 

 加 工： ・ 周囲折り 返し 補強テープ縫込みミ シン縫製 

     ・ ロープ通し 縫製左右ロープ 2. 5ｍ出し （ 上下）  

   ・ ハト メ （ ♯28） は、 約 1. 5ｍ間隔で上下に設けるこ と  



          上下 5 カ 所 計 10 個 

    付属品： ・ ク レモナロープ（ 約φ6 ㎜）  長さ １ ｍ×10 本  

納品先： 恵那市役所 

４ 納品について 

  納品先： ４ （ ２ ） で示す３ か所 

  納品期限： 令和８ 年８ 月２ １ 日（ 金） までに納品するこ と  

 

５ デザイン及び内容 

  ・ 別途発注者から 提供するデザイ ン案及び ai 素材をも と にサイ ズ調整をし 、 発注 

者の最終確認を得てから 校了と するこ と 。  

  ・ 懸垂幕、 横断幕共にフ ルカ ラ ー刷り  

 

６ 著作権について 

   別記「 著作権等取扱特記事項」 による 

 

７ 暴力団等による不当介入に対する対応 

   本業務を遂行するにあたり 、 暴力団関係者等から 不当介入があっ た場合の対応

については、 以下のと おり と する。  

⑴ 受託者は、 契約の履行に当たっ て、 暴力団関係者等から 事実関係及び社会通

念等に照ら し て合理的な理由が認めら れない不当若し く は違法な要求又は契

約の適正な履行を妨げる妨害を受けたと き は、 警察に通報し なければなら な

い。 なお、 通報がない場合は岐阜県の入札参加資格を停止するこ と がある。  

⑵ 受託者は、 暴力団等による不当介入を受けたこ と により 、 履行期間内に業務

を完了するこ と ができないと き は、 実行委員会に履行期間の延長を請求する

こ と ができ る。  

 

８ その他 

⑴ デザイ ン については、 発注者と 後日打ち 合わせを 必要と する。 ３ 回程度の校 

正を想定し ている。  

  ⑵ 契約金額には、 制作費のほか、 発送等すべての費用を含むも のと する。  

  ⑶ 校了後、 完成データ （ Ａ Ｉ データ 及びＰ Ｄ Ｆ データ ） を納入するこ と 。  

  ⑷ こ の仕様書に定めのない事項は、 発注者と 協議し 決定するこ と 。  

  ⑸ 受託者は、 本業務の実施過程で知り 得た秘密を第三者に漏ら し てはなら な

い。  

  ⑹ 本業務の遂行にあたり 、 変更又は不測の事態が発生し た際は、 直ちに発注者

に報告し 、 協議するこ と 。  



別記 

著 作 権 等 取 扱 特 記 事 項 

 

（著作者人格権等の帰属） 

 

第１ 本件業務に係る成果物（以下「本件成果物」という。）が著作権法（昭和 45 年法律第

48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合

には、当該著作物に係る同法第 18条から第 20条までに規定する権利（以下「著作者人格

権」という。）及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利（以下「著作権」という。）

は受託者に帰属する。 

２ 本件成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著

作物に係る著作者人格権及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）

は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている

素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。 

 

（著作権の譲渡） 

第２ 本件成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（同法第

27条及び第28条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。 

２ 本件成果物の作成のために受託者が提供した原稿、原画、写真その他の素材が著作物に

該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権（同法第 27 条及び第 28

条に規定する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。 

一 原稿 

二 原画 

三 イラスト 

３ 前２項に関し、次のいずれかの者に本件成果物及び本件成果物に係る原稿、原画、写真

その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者と

の書面による契約により当該著作権（同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）

を受託者に譲渡させるものとする。 

一 受託者の従業員 

二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従

業員 

４ 第１項及び第２項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

 

（著作者人格権） 

第３ 受託者は、発注者に対し、本件成果物及び本件成果物に係る原稿、原画、写真その他

の素材（以下「本件成果物等」という。）が著作物に該当する場合には、著作者人格権を

行使しないものとする。 

２ 発注者は、本件成果物等が著作物に該当する場合において、本件成果物等の本質的な部

分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。 

 

（保証） 

第４ 受託者は、発注者に対し、本件成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害

しないものであることを保証するものとする。 

 

（本件成果物等の電子データが入った納入物の提供） 

第５ 受託者は、発注者に対し、本件成果物等の電子データが入った納入物（ＣＤ－Ｒまた

はＤＶＤ－Ｒ）を本件成果物の引渡し時に引き渡すものとする。 

２ 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

３ 第１項の本件成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、本件成果物の引渡し時

に発注者に移転する。 



【参考写真】
クリスタルパークサイズイメージ


